
○准海尉以下の自衛官及び自衛官候補生の経歴管理に 

関する達 
平成 16年５月 12日 

海上自衛隊達第 14号 

改正 平成 18年７月 28日 海上自衛隊達第 29号〔内部部局等の改編に伴

う関係海上自衛隊達等の整理に関する達第 23条による改正〕 

平成 20年６月５日 海上自衛隊達第 39号〔第１次改正〕 

平成 20年 12月２日 海上自衛隊達第 56号〔第２次改正〕 

平成 22年７月１日 海上自衛隊達第 19号 ［海上自衛隊の認識番 

号に関する達等の一部を改正する達８条による改正］ 

平成 22年９月 30日 海上自衛隊達第 29号〔第３次改正〕 

平成 23年４月１日海上自衛隊達第７号［防衛大学校学生及び防衛

医科大学校学生の勤務時間及び休暇に関する訓令等の一部を改正す

る訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 10条によ

る改正］ 

平成 23年４月１日 海上自衛隊達第 11号〔防衛省行政文書管理 

規則の制定に伴う関係海上自衛隊達の一部を改正する達第 34条に

よる改正〕 

平成 27年 12月 18日海上自衛隊達第 42号［海上自衛官の職の分類 

制度の実施に関する達の一部を改正する達附則２項による改正］ 

平成 29年６月 28日海上自衛隊達第 21号［海上自衛官の職の分類 

制度の実施に関する達の一部を改正する達附則２項による改正］ 

平成 30年３月 30日海上自衛隊達第 15号［海上自衛隊の教育訓練 

の実施に関する達等の一部を改正する達４条による改正 ］ 

令和元年６月 27日海上自衛隊達第７号［不正競争防止法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達

33条による改正］ 

令和３年３月 31日海上自衛隊達第 14号〔第４次改正〕 

令和４年３月 14日海上自衛隊達第 18号［海上自衛隊の教育訓練 

の実施に関する達の一部を改正する達附則３項による改正］ 

令和５年６月 30日 海上自衛隊達第 24号〔第５次改正〕 

海曹士の経歴管理に関する達(昭和３８年海上自衛隊達第１２０号)の全部を改正す 

る。 
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附則 

第１章 総則 

(趣旨) 



第１条 この達は、准海尉以下の自衛官（幹部候補者及び幹部予定者課程に入校中の者を

除く。以下「准曹士」という。）及び自衛官候補生の経歴管理（以下「経歴管理」とい

う。）について必要な事項を定めるものとする。 

（経歴管理の目的） 

第２条 経歴管理は、准曹士及び自衛官候補生の補職及び配置指定（以下「補職等」とい

う。）並びに入校等（委託教育及び講習の場合を含む。以下同じ。）について、計画的に

管理を行い、もって、海上自衛隊の任務遂行に最も効果的に貢献できる准曹士を育成、 

維持することを目的とする。 

(定義) 

第３条 この達において用いる用語の意義は、任命権に関する訓令(昭和３６年防衛庁 

訓令第４号)、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊における職の分類制度に関す 

る訓令(昭和３８年防衛庁訓令第２１号)、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭 

和４２年海上自衛隊訓令第４号)、海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭 

和３８年海上自衛隊達第１１０号)及び海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭 

和４２年海上自衛隊達第３１号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによ 

る。 

⑴ 職域特技 特技のうち、経歴管理の基本として個人に指定されるもので、別表第 

１に掲げるものをいう。 

⑵ 海士期間 ２等海士、１等海士又は海士長の階級にある期間をいう。 

⑶ 初級海曹期間 ３等海曹の階級にある期間をいう。 

⑷ 中級海曹期間 ２等海曹の階級にある期間をいう。 

⑸ 上級海曹期間 １等海曹又は海曹長の階級にある期間をいい、１等海曹の期間を 

前期、海曹長の期間を後期という。 

⑹ 准海尉期間 准海尉の階級にある期間をいう。 

⑺ 選考 試験によらずに学生予定者を決定することをいう。 

⑻ 特技配置 保有する職域特技に係る配置をいう。 

⑼ 共通配置 要務員、体育員、警備員、電計処理員、潜水員、船艇運航員、行政文 

書管理員、募集員及び車両員の配置をいう。 

⑽ 特定配置 海幕指示の「しらせ」、「かしま」、特地官署(防衛省の職員の給与 

等に関する法律施行令(昭和２７年政令第３６８号)第１０条に規定する特地官署 

をいう。)、対潜資料隊、地方協力本部、学校等教官、教育隊班長の配置をいう。 

⑾ 専従配置 専門的な技術を要し、長期間継続勤務を要求される配置をいう。 

⑿ 部隊間交流 次の人事交流をいう。 

ア 海上、航空及び陸上部隊間の人事交流 

イ  海上員の艦種の異なる艦艇間の人事交流 

ウ  航空整備員の整備部隊間及び異機種間の人事交流 

エ  回転翼機整備員の回転翼機搭載艦と航空部隊間の人事交流 

⒀  地域間交流 各任免権下の特性に応じた生活基盤を異にする地域間の人事交流 

をいう。 



⒁  地方隊間交流 海幕計画又は地方隊間の調整による任免権下を異にする人事交 

流をいう。 

⒂  潜水艦予定者 潜水艦乗組配置を予定する者をいう。 

(職域特技の指定) 

第４条 職域特技の指定に関して必要な事項は、別に定める。 

(経歴管理の責任者) 

第５条 経歴管理の責任者は、地方総監及び配置指定権者とする。 

２  経歴管理の責任者は、経歴管理を行うに当たって、次の各号に掲げる事項に留意す 

るものとする。 

⑴  海上自衛隊の要求を優先し、次いで個人の能力、適性、希望等を考慮すること。 

⑵  職域特技を基準として、段階的かつ計画的に育成し、階級に応じ順次責任の重い 

配置を経験させること。 

⑶  海上配置又は航空機搭乗配置と陸上配置について計画的に勤務の交替を行わせ 

ること。 

(経歴管理の目標) 

第６条 次の各号に掲げる期間における経歴管理の目標は、主として当該各号に掲げる 

事項を標準とする。 

⑴  海士期間においては、海上自衛官として必要な一般的素養を養い、しつけを身に 

つけさせるとともに、特技職に必要な基礎的知識及び技能を習得させる。特技職能力 

の進展に伴い、平易な業務は独力で実施させ、逐次、海曹としての基盤の養成を図 

る。 

⑵  初級海曹期間及び中級海曹期間においては、上位階級になるための素養を養い、 

海曹として必要な基礎的知識及び技能を習得させる。特技職として必要な知識及び技 

能を向上させ、その概成を図り、職域内の海曹及び海士(以下「海曹士」という。)に 

対する指導能力を修得させる。また、別に定める係海曹を補佐する職務や別に定める 

班長を通じて、一般業務処理能力を修得させるとともに、班員に対する指導能力を修 

得させる。 

⑶  上級海曹期間前期においては、特技職として必要な知識及び技能を更に向上させ、 

その熟達を図るとともに、職域内の海曹士に対する指導監督能力を向上させる。ま 

た、分隊先任海曹や別に定める係海曹の職務を通じて、一般業務処理能力及び班長以 

下の海曹士に対する指導能力を向上させる。 

⑷  上級海曹期間後期においては、特技職として必要な知識及び技能を拡充、完成さ 

せ、特技職における熟練者として職域内の海曹士に対する指導監督能力を更に向上さ 

せる。分隊先任海曹、先任伍長又は警衛海曹の職務を通じ、服務指導能力を修得さ 

せ、それを向上させる。また、一般業務処理能力及び班長以下の海曹士に対する指導 

監督能力を更に向上させる。 

⑸  准海尉期間においては、特技職における熟練者としての高度の知識及び技能並び 

に海曹士としての長年の経験を背景に、掌船務士その他幹部を補佐する配置、分隊士 



及び別に定める係士官の職務を通じ、特技職に係る専門業務及び一般業務全般につい 

て幹部を補佐し、海曹士を総合的に指導監督させる。 

第２章 入校等 

(入校等の方針) 

第７条 入校等の方針は、次の各号に示すところによる。 

⑴ 部隊等の運用に資するため、長期的観点から入校等を計画的に行い、補職等及び練 

成訓練との一貫性を確保する。 

⑵ 海幕計画に基づき、要員養成指定員数を確実に入校させるとともに、隊務の都合等 

により適格者が入校の機会を逸することのないように留意する。 

(入隊教育) 

第８条 新入隊の海曹士及び自衛官候補生が履修する素養教育のための課程は、海上自 

衛隊の教育訓練に関する訓令第３章第２節に定めるところによる。 

(要員区分) 

第９条 自衛官候補生、練習員及び一般海曹候補生は、入隊後約２箇月を経過したとき 

に、各職域特技(船務要員、攻撃要員、機関要員、航空基地要員、航空整備要員、経 

補要員、操縦員、航法員及び技術員を除く。)の予定者にそれぞれ区分(以下「要員 

区分」という。)するものとする。 

２ 要員区分は、別に指示するところにより地方総監が行う。 

(要員区分の変更) 

第９条の２ 地方総監は、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和４２年海上自 

衛隊達第３１号)第２０条に基づく部隊実習成績評定表等により、要員区分された職 

域特技(航空管制員、地上救難員、情報員、気象海洋員、施設員及び音楽員は除く。) 

の予定者として勤務させることが不適当であり、他の職域特技の予定者として勤務さ 

せることが適当であると認めた場合、練習員及び一般海曹候補生の予定者としての職 

域特技を変更することができる。 

その場合、別表第２の１左欄に掲げる職域特技の予定者に要員区分されている者に 

ついては、当該右欄の同一枠内に掲げるいずれかの職域特技の予定者に変更すること 

ができる。 

(潜水艦予定者等の指定及び取消し) 

第１０条 練習員及び一般海曹候補生(次の表に掲げる職域特技の予定者に限る。)の 

うち、潜水艦乗組員の適性を有する者は、練習員課程及び一般海曹候補生課程修了時 

に潜水艦予定者に指定するものとする。 

航海員、電測員、魚雷員、水測員、ディーゼル員、電機員、通信員、電子整備 

員、経理員、補給員、給養員、衛生員 

２ 潜水艦予定者及び航空士予定者の指定及び指定の取消しは、別に指示するところに 

より、その予定者が練習員又は一般海曹候補生であるときは地方総監が適性検査及び 

本人の希望等を考慮して行う。 



(海士期間の入校等) 

第１１条 原則として、要員区分において別表第２の２左欄に掲げる職域特技の予定者 

に指定されている者については、当該右欄に掲げる海士各課程等に入校等を行わせる 

ものとする。 

２ 海曹予定者課程は､練習員課程及び一般海曹候補生課程出身者の海士のうちから選 

考された者の必修過程とする｡ただし､特技職を有する者の養成に長期間を要する課 

程を現に履修中であることその他真にやむを得ない事由により海曹予定者課程に教 

育入隊させることが困難であると任免権者が認める場合は､海曹予定者課程に教育入 

隊させないことができる｡ 

(初級海曹期間及び中級海曹期間の入校) 

第１２条 原則として、別表第３左欄に掲げる職域特技を指定されている者については、 

当該右欄に掲げる海曹各課程に入校させるものとする。ただし、海曹衛生課程につい 

ては、海士衛生課程に引き続き入校させるものとする。 

２ 練習員課程及び一般海曹候補生課程出身者(前条第２項本文に規定する海曹予定者 

課程を履修した者を除く｡)については、３等海曹に昇任後、早期に初任海曹課程に 

教育入隊させるものとする。 

(上級海曹期間前期の入校) 

第１３条 １等海曹に昇任後、早期に海曹上級課程に教育入隊させるものとする。 

(上級海曹期間後期の入校等) 

第１４条 先任伍長に配置指定する者については、別に定める講習を受講させるものと 

する。 

なお、部隊等に海曹長が配置されておらず、１等海曹を先任伍長に指定する場合は、 

当該者を上級海曹期間前期に、別に定める講習を受講させるものとする。 

(准海尉期間の入校等) 

第１５条 准海尉に昇任後、早期に必要な講習を受講させるものとする。 

(海曹士専修科潜水艦課程の入校) 

第１６条 海曹士潜水艦課程については、原則として、第１０条の規定により潜水艦予 

定者に指定されている者について、海士期間又は初級海曹期間において、入校させる 

ものとする。 

(海曹士航空士各課程の入校) 

第１７条 海曹士航空士各課程については、別表第４左欄に掲げる職域特技又は接尾語 

を指定されている者のうち適性を有する者について、原則として、海士期間から上級 

海曹期間において、当該右欄に掲げる海曹士航空士各課程に入校させるものとする。 

(操縦又は戦術、航法関係各課程の中途において罷免された者等の入校等) 

第１８条 航空学生及び飛行幹部候補生のために操縦士又は航空士の課程の中途におい 

 て罷免された者については、原則として、別表第５に掲げる海士各課程等のいずれか 

に入校等を行わせるものとする。 

(その他の入校) 



第１９条 第１１条に規定する入校等のほか、業務上必要とする者については、海曹士 

専修科各課程、海曹士特修科各課程、委託教育、講習、研修及び外国留学課程に入校 

等を行わせるものとする。この場合において、別表第６中欄に掲げる認定特技等を有 

する者で、当該左欄に掲げる特技を新たに取得させる者について、当該右欄に掲げる 

階級に、それぞれ所要の入校等を行わせるものとする。 

(学生の選考) 

第２０条 第１１条の規定により、入校等を行わせる場合における学生の選考について 

は、別に定める。 

(入校課程等の変更) 

第２１条 配置指定権者は、第１１条、第１２条第１項又は第１３条の規定により入校 

等を行わせることが不適当である場合に、第１１条、第１２条第１項又は第１３条の 

規定による他の課程に入校等を行わせることが適当であると認める者については、別 

記様式による入校課程変更申請書を作成し、その者の補職権者である地方総監に申請 

するものとする。 

２ 地方総監は、前項の申請による入校課程等の変更が適当であると認めた者について 

は、第１１条、第１２条第１項又は第１３条の規定にかかわらずその者に適当である 

と認めた課程等に入校等を行わせることができる。 

第３章 補職等 

(補職等の方針) 

第２２条 補職等においては、次の各号に留意する。 

⑴ 准曹士の知識及び技能を向上させ、その人的資源を効率的かつ適正に活用するた 

め、長期的視点から適材適所に補職等する。 

⑵ 長期的視点から計画的に特技配置、共通配置及び特定配置を経験させることによ 

り、幅広い知識及び技能、業務処理その他必要な能力を習得させるよう補職等する。 

⑶ 職務上の要求及び各任免権下の特性に応じ、部隊間交流、地域間交流及び地方隊 

間交流を促進し、隊員の知識及び技能の向上並びに部隊の活性化を図る。 

(入隊教育修了時の補職等) 

第２３条 入隊教育を修了し新たに配置につく者は、極力、海上部隊又は航空部隊に補 

職等を行うものとする。 

(教育修了時の補職等) 

第２４条 第１１条から第１９条までに規定する教育を修了し新たに配置につく者は、 

当該教育内容に直接関連のある職に補職等を行うものとする。 

２ 前項の場合において、海曹士航空士各課程又は航空士救護課程を修了した者は、少 

なくとも２箇年、その他の者は少なくとも１箇年を継続して勤務させるものとする。 

(異動の区分) 

第２５条 異動は、次の３区分により実施する。 

⑴ 指定の時期に行う定期異動 

⑵ 年間を通じて行うぎ装、入校等の修了に伴う補職、入校等及び特定配置の交替そ 



の他の通年異動 

⑶ その他の異動 

(定期異動) 

第２６条 定期異動は、職域特技を有する者については、特技配置及び共通配置への補 

職について適用する。ただし、定年３箇年以内の者には原則として適用しない。 

２ 定期異動の時期は、春期(３月)及び夏期(８月)を標準として年２回実施する。 

(通年異動) 

第２７条 通年異動は、ぎ装、入校等の修了に伴う補職、入校等及び特定配置の交替そ 

の他年間を通じて行う異動について適用する。 

２ 通年異動は、原則として海幕計画により実施する。 

(その他の異動) 

第２８条 前２条によるほか、健康状態その他の理由により適宜の時期に異動を実施す 

る場合がある。 

(海上員、陸上員、航空員別の勤務期間及び勤務回数) 

第２９条 海上員、陸上員、航空員別の勤務期間及び勤務回数は、別表第７を標準とし、 

各任免権下の特性に応じて実施する。 

(特定配置の異動時期及び勤務期間) 

第３０条 特定配置の異動時期及び勤務期間は、別表第８を標準とする。 

(継続した海上勤務期間又は航空機搭乗勤務期間) 

第３１条 第５条第２項第３号の規定による計画的な勤務の交替を行うための継続し 

た海上勤務期間又は航空機搭乗勤務期間については、地方総監がその補職権に係る特 

技職及び特技(接尾語)保有者の数を検討の上定めるものとする。この場合において、 

継続した海上勤務期間又は航空機搭乗勤務期間は８箇年を超えないことを標準とす 

る。 

(専従配置における勤務期間) 

第３２条 専従配置につける者は、専従者として個別に管理することができる。この場 

合、准海尉期間に至るまでの長期にわたる経歴管理計画を密に行うものとする。専従 

配置における勤務期間は、８箇年を超えないことを標準とする。 

(調達等関係業務従事者の勤務期間) 

第３３条 調達又は契約業務に携わる者の勤務期間は、３箇年を超えないことを標準と 

し、細部は別に定める。 

(職務上の要求と経歴管理上の要求の整合) 

第３４条 職務上の要求と経歴管理上の要求が競合する場合は、次により整合を図る。 

⑴ 先任伍長、警衛海曹その他部隊における現場の運用の中枢的役割を担う配置及び 

特殊技能を必要とする配置並びに長期間継続勤務を要する配置については、職務上の 

要求を優先する。 

⑵ 要員養成計画に基づく学生の選考及び装備の近代化に応ずる要員、語学要員その 

他特殊技能保有者の養成については、経歴管理上の要求を優先する。 



(部隊訓練等との整合) 

第３５条 実施部隊に対する補職については、定期異動に限らず、部隊等の実情に即し 

た補職に努める。この際、次を重視する。 

⑴ 艦艇部隊の訓練周期 

⑵ 警衛海曹その他部隊における現場の運用の中枢的役割を担う配置の交替率 

⑶ 部隊の練度 

⑷ 訓練の内容 

⑸ 充足率 

２ 平素から、部隊、機関との連絡を密にし、業務の遂行状況並びに部隊研究の実情を 

把握して、異動の結果がそれらの阻害要因とならないよう留意する。特に、部隊にお 

ける現場の運用の中枢的役割を担う配置の異動については、その時期及び後継者の養 

成状況について当該部隊、機関と調整する。 

３ 部隊における士気及び服務規律並びに訓練成果の把握に努め、これらを補職等に反 

映する。 

附 則 

この達は、平成 16年５月 12日から施行する。 

附 則 [ 内部部局等の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則 ] 

この達は、平成 18 年７月 31 日から施行する。 

附 則 [ 第１次改正による附則 ] 

この達は、平成 20年６月５日から施行する。 

附 則 [ 第２次改正による附則 ] 

この達は、平成 20年 12月３日から施行する。 

附 則 [ 海上自衛隊の認識番号に関する達等の一部を改正する達の附則 ] 

この達は、平成 22年７月１日から施行する。 

附 則 [ 第３次改正による附則 ] 

この達は、平成 22年 10月１日から施行する。 

附 則 [ 防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の勤務時間及び休暇に関する訓 

令等の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する 

る達の附則] 

この達は､平成 23年４月１日から施行する｡ 

附 則 [防衛省行政文書管理規則の制定に伴う関係海上自衛隊達の一部を改正す 

る達の附則] 

この達は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 [ 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達の一部を改正する達の附則

抄 ] この達は､平成 27年 12月 18日から施行する｡ 

附 則 [ 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達の一部を改正する達の附則

抄 ] この達は、平成 29年７月１日から施行する。 

附 則 [ 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達等の一部を改正する達の附則抄 ] 

この達は､次の各号に掲げる規定ごとに､それぞれ当該各号に定める日から施行する｡ 

⑴  第１条､第３条及び第４条の規定平成 30 年４月１日 

⑵  略 

附 則 [ 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係海上自衛隊達 

の整理に関する達の附則] 

１  この達は､令和元年７月１日から施行する｡ 



２  この達の施行の際､現に存するこの達による改正前の様式による用紙は､当分の間､ 

これを補正して使用することができる｡ 

附 則 [ 第４次改正による附則 ] 

この達は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 [ 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達附則３項によ 

る改正] 

１ この達は､令和４年３月２５日から施行する｡ 

附 則 [ 第５次改正による附則 ] 

 この達は、令和５年７月１日から施行する。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別表第１(第３条関係) 

職域特技 番 号 

航 海 員 11312 

電 測 員 11412 

射 撃 員 11512 

射 管 員 11522 

運 用 員 11532 

魚 雷 員 11612 

水 測 員 11622 

掃 海 機 雷 員 11712 

デ ィ ー ゼ ル 員 11822 

ガ ス タ ー ビ ン 員 11832 

電 機 員 11842 

応 急 工 作 員 11852 

船 務 要 員 11911 

攻 撃 要 員 11921 

機 関 要 員 11931 

操 縦 員 12212 

航 法 員 12222 

航 空 管 制 員 12312 

地 上 救 難 員 12412 

航 空 基 地 要 員 12911 

職域特技 番 号 

情 報 員 13212 

通 信 員 13312 

気 象 海 洋 員 13412 

電 子 整 備 員 21212 

航 空 発 動 機 整 備 員 22112 

航 空 電 機 計 器 整 備 員 22122 

航 空 機 体 整 備 員 22132 

航 空 電 子 整 備 員 22212 

航 空 武 器 整 備 員 22312 

航 空 整 備 要 員 22911 

技 術 員 23112 

経 理 員 31212 

補 給 員 31312 

給 養 員 31412 

経 補 要 員 31911 

衛 生 員 41412 

施 設 員 51212 

警 務 員 61212 

音 楽 員 71112 



 

 

別表第２の１(第９条の２関係) 

変更前の職域特技の予定者 
変更可能な職域特技 

(変更前の職域特技を除く。) 

射撃員 射撃員 

射管員 射管員 

運用員 運用員 

魚雷員 魚雷員 

水測員 水測員 

掃海機雷員 掃海機雷員 

航海員 航海員 

電測員 電測員 

通信員 通信員 

電子整備員 電子整備員 

ディーゼル員 ディーゼル員 

ガスタービン員 ガスタービン員 

電機員 電機員 

応急工作員 応急工作員 

航空発動機整備員 航空発動機整備員 

航空電機計器整備員 航空電機計器整備員 

航空機体整備員 航空機体整備員 

航空電子整備員 航空電子整備員 

航空武器整備員 航空武器整備員 

経理員 経理員 

補給員 補給員 

給養員 給養員 

衛生員 衛生員   



 

 

別表第２の２(第 11条関係) 

職域特技 海士各課程等 

航 海 員 

海 

 

 

 

士 

航 海 課 程 

電 測 員 電 測 課 程 

射 撃 員 射 撃 課 程 

射 管 員 射 管 課 程 

運 用 員 運 用 課 程 

魚 雷 員 魚 雷 課 程 

水 測 員 水 測 課 程 

掃 海 機 雷 員 掃 海 機 雷 課 程 

デ ィ ー ゼ ル 員 デ ィ ー ゼ ル 課 程 

ガ ス タ ー ビ ン 員 ガ ス タ ー ビ ン 課 程 

電 機 員 電 機 課 程 

応 急 工 作 員 応 急 工 作 課 程 

航 空 管 制 員 航 空 自 衛 隊 の 航 空 管 制 に 関 す る 曹 士 の 教 育 課 程 

地 上 救 難 員 

海 

 

 

 

士 

地 上 救 難 課 程 

情 報 員 情 報 課 程 

通 信 員 通 信 課 程 

気 象 海 洋 員 気 象 海 洋 課 程 

電 子 整 備 員 電 子 整 備 課 程 

航 空 発 動 機 整 備 員 航 空 発 動 機 整 備 課 程 

航 空 電 機計 器整 備 員 航 空 電 気 計 器 整 備 課 程 

航 空 機 体 整 備 員 航 空 機 体 整 備 課 程 

航 空 電 子 整 備 員 航 空 電 子 整 備 課 程 

航 空 武 器 整 備 員 航 空 武 器 整 備 課 程 

経 理 員 経 理 課 程 

補 給 員 補 給 課 程 

給 養 員 給 養 課 程 

衛 生 員 衛 生 課 程 

施 設 員 施 設 課 程 

音 楽 員 音 楽 課 程 

  



 

別表第３(第 12条関係) 

職域特技 海士各課程等 

航 海 員 

海 

 

 

 

曹 

航 海 課 程 

電 測 員 電 測 課 程 

射 撃 員 射 撃 課 程 

射 管 員 射 管 課 程 

運 用 員 運 用 課 程 

魚 雷 員 魚 雷 課 程 

水 測 員 水 測 課 程 

掃 海 機 雷 員 掃 海 機 雷 課 程 

デ ィ ー ゼ ル 員 デ ィ ー ゼ ル 課 程 

ガ ス タ ー ビ ン 員 ガ ス タ ー ビ ン 課 程 

電 機 員 電 機 課 程 

応 急 工 作 員 応 急 工 作 課 程 

地 上 救 難 員 地 上 救 難 課 程 

情 報 員 情 報 課 程 

通 信 員 通 信 課 程 

気 象 海 洋 員 気 象 海 洋 課 程 

電 子 整 備 員 電 子 整 備 課 程 

航 空 発 動 機 整 備 員 航 空 発 動 機 整 備 課 程 

航 空 電 機計 器整 備 員 航 空 電 気 計 器 整 備 課 程 

航 空 機 体 整 備 員 航 空 機 体 整 備 課 程 

航 空 電 子 整 備 員 航 空 電 子 整 備 課 程 

航 空 武 器 整 備 員 航 空 武 器 整 備 課 程 

技 術 員 技 術 課 程 

経 理 員 経 理 課 程 

補 給 員 補 給 課 程 

給 養 員 給 養 課 程 

衛 生 員 衛 生 課 程 

施 設 員 施 設 課 程 

音 楽 員 音 楽 課 程 

航 空 発 動 機 整 備 員 

航 空 電 機計 器整 備 員 

航 空 機 体 整 備 員 

機 上 整 備 課 程 

  



別紙第４（第 17条関係） 

職域特技（接尾語） 海曹士航空士各課程 

航 空 発 動 機 整 備 員 

航 空 電 機 計 器 整 備 員 

航 空 機 体 整 備 員 海 

 

曹 

 

士 

航 空 士 機 上 整 備 課 程 

航 空 電 子 整 備 員 

航 空 士 通 信 課 程 

航 空 士 対 潜 （ 非 音 響 ） 課 程 

航 空 士 対 潜 （ 音 響 ） 課 程 

航 空 士 機 上 電 子 整 備 課 程 

航 空 士 対 潜 （ 回 転 翼 ） 課 程 

航 空 武 器 整 備 員 航 空 士 武 器 課 程 

衛 生 員 航 空 士 救 護 課 程 

（ ス ク ー バ ー 潜 水 ） 航 空 士 機 上 救 助 課 程 

 

別紙第５（第 18条関係） 

海 士 各 課 程 等 

海    士 

通 信 課 程 

気 象 海 洋 課 程 

情 報 課 程 

航 空 機 発 動 機 整 備 課 程 

航 空 機 電 機 計 器 整 備 課 程 

航 空 電 子 整 備 課 程 

航 空 武 器 整 備 課 程 

地 上 救 難 課 程 

補 給 課 程 

航空自衛隊の航空管制に関する曹士の教育課程 

 



 

 

 
別表第７(第 29条関係) 

 

 

 

 

 

  

別表第６(第 19条関係) 

特 技 認定特技等 階 級 

体 育 員 准曹士の職域特技 

海士長～准海尉 

警 備 員 
准曹士の職域特技(衛生員、施設員、警務員及 

び音楽員を除く。) 

行政文書管理員 准曹士の職域特技 

募 集 員 准曹士の職域特技 

電 計 処 理 員 
准曹士の職域特技(衛生員、警務員及び音楽員 

を除く。) 

潜 水 員 スクーバ潜水に関する接尾語 

車 両 員 准曹士の職域特技 

情 報 員 
准曹士の職域特技(衛生員、警務員及び音楽員 

を除く。) 

警 務 員 
准曹士の職域特技(情報員、衛生員、施設員及 

び音楽員を除く。) 

区分 
特技配置 

勤務期間 

共通・特定配置勤務 

勤 務 回 数 １回の勤務期間 

海 上 員 

陸 上 員 
３～５年 

中級海曹から准海尉の期間中に２回 

海士（士長）から初級海曹の勤務中に１回 
１～３年 

航 空 員 海士（士長）～准海尉の期間中３回 



 

 

別表第８(第 30条関係) 

特 定 配 置 異動時期 勤務期間 

か し ま 

海士課程修了者 

11月 

２年 

海士課程未修了者、臨時勤務者 １年 

し ら せ 

海士課程修了者 

６月末 

２年 

海士課程未修了者 １年 

特 地 官 署 等 

硫黄島航空基地隊 

各四半期 

２年 

父島基地分遣隊 1.5年 

松前警備所、下北・沖縄海洋観測所、対潜 

資料隊 

関連通達に 

よる。 

地方協力本部 

３月、７月 

３年 

教 官 等 

術科学校等教官、海上訓練指導隊 

教育隊教官(班長) 随時 

  



 

 

別記様式(第 21条関係) 

(番    号) 

(年 月 日) 

(地方総監) 殿 

(配置指定権者) 

階級    氏名 

入校課程変更申請書 

 

所 

 

属 

 階 

 

級 (  . . ) 

氏 

 

名 

(ふりがな) 

( ..) 
希望入校課程 規定入校課程 特 技 学 歴 認識番号 

     

接 

尾 

語 

名 称 記 号 年月日 名 称 記 号 年月日 
      

      

      

      

経 

歴 

の 

概 

要 

配置職務内容 期 間 配置職務内容 期 間 
    

    

    

    

理 由 
 

配 置 指 定 

権 者 所 見 配置指定権者(職)   (氏名) 

審 査 

 決裁年月日 

(日本産業規格Ａ列４番) 

記入要領 

１ 希望入校欄は、入校を希望する課程を記載する。 

例：海曹地上救難課程 

２ 規定入校課程欄は、指定されている職域特技によって入校が規定されている課程 

名を記入する。 

例：海曹射撃課程 

３ 特技欄は、保有する特技を全て記載し、職域特技に指定されている特技名の前に 

(職)と記入する。 

４ 学歴欄は、最終学歴を記載する。 

例：私立○○高校(○年○月卒) 

接尾語欄は、付与されている接尾語を全て記載する。 

経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記載する。 

ただし、学校等における教育に関するものは、入隊教育、特技認定の教育以外は 

記載しない。 

例：横教練習員(○○○期)Ｈ31.３～Ｒ１.８ 

きりしま Ｒ１.８～Ｒ３.12 

理由欄は、入校課程変更の理由について、本人が記載する。 


